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平成１６年度年度計画による自己点検・評価書

項目Ⅲ－６ 教育研究組織（運営体制）

（１）観点ごとの自己点検・評価

観点Ⅲ－６－①：教育研究評議会及び教授会が，教育活動にかかわる重要事項を審議するための必要な活動を行

っているか。

（観点にかかる状況）

ⅰ) 教育研究評議会が，教育活動にかかわる重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。

教育研究評議会は，国立大学法人法第21条に則り整備された国立大学法人上越教育大学教育研究評議会

規則に基づき，学長，学長が指名した理事１人，学長が指名した副学長２人，附属図書館長，学部主事，

学長が指名した附属学校長１人，学長が指名した教授若干人及び学長が指名した事務系職員若干人で組織

され，次のとおり本学の教育活動にかかわる重要事項を審議している。

(1) 中期目標についての意見（国立大学法人法第30条第３項の規定により文部科学大臣に対し述べる意

見）に関する事項（国立大学法人上越教育大学（以下「本法人」という ）の経営に関するものを除。

く ）。

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項（本法人の経営に関するものを除く ）。

(3) 学則（本法人の経営に関する部分を除く ）その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に。

関する事項

(4) 教員人事に関する事項

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項

(7) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係

る事項

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) その他上越教育大学の教育研究に関する重要事項

教育研究評議会は，原則毎月第２水曜日に開催され，また，その他必要に応じ開催することにより，本

学の教育活動にかかわる重要事項を審議するに十分な活動ができるようになっている。平成16年度は，12

月までに13回開催した。
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●根拠データ

［１］国立大学法人・上越教育大学の組織概要

【国立大学法人上越教育大学】

法人室等

理 事 経営協議会

学 長 役員会 学長選考会議

教育研究評議会監事

【上越教育大学】

各種委員会

連合大学院委員会

教授会

兵庫教育大学大学院連合

大学院 学校教育学研究科（博士課程）

学校教育研究科（修士課程）

学校教育学部 初等教育教員養成課程

附属図書館

学校教育総合研究センタ－

保健管理センタ－

副学長

情報基盤センタ－

学 長

心理教育相談室

学長特別補佐

実技教育研究指導センター

学長補佐

障害児教育実践センター

附属小学校

附属中学校

附属幼稚園

事務局

（注）附属図書館及びその他教育研究施設等に運営委員会を置く。
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［２］国立大学法人上越教育大学教育研究評議会規則（抄）
国立大学法人上越教育大学教育研究評議会規則（抄）

（趣旨）
， （ ） ，第１条 この規則は 国立大学法人上越教育大学学則 平成16年学則第１号 第25条第２項の規定に基づき

国立大学法人上越教育大学教育研究評議会（以下「教育研究評議会」という ）の組織及び運営等につい。
て必要な事項を定める。
（審議事項）

教育研究評議会は，次の各号に掲げる事項を審議する。第２条
（ ）(1) 中期目標についての意見 国立大学法人法第30条第３項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見

に関する事項（国立大学法人上越教育大学（以下「本法人」という ）の経営に関するものを除く ）。 。
(2) 中期計画及び年度計画に関する事項（本法人の経営に関するものを除く ）。
(3) 学則（本法人の経営に関する部分を除く ）その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関。
する事項

(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る

事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他上越教育大学の教育研究に関する重要事項
（組織）

教育研究評議会は，次の各号に掲げる者（以下「評議員」という ）をもって組織する。第３条 。
(1) 学長
(2) 学長が指名した理事１人
(3) 学長が指名した副学長２人
(4) 附属図書館長
(5) 学部主事
(6) 学長が指名した附属学校長１人
(7) 学長が指名した教授若干人
(8) 学長が指名した事務系職員若干人
（任期等）

前条第７号及び第８号に掲げる評議員の任期は，２年とし，その欠員が生じた場合の補欠の評議員第４条
の任期は，前任者の残任期間とする。

２ 前項の評議員は，再任することができる。
（議長等）

教育研究評議会に議長を置き，学長をもって充てる。第５条
２ 議長は，教育研究評議会を招集し，これを主宰する。
３ 学長は，委員の３分の１以上の請求があるときは，会議を招集しなければならない。
４ 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは，あらかじめ学長が指名する理事が，その職務を代行す
る。
（議案の提出）

教育研究評議会への議案の提出は，学長が行う。第６条
（定足数及び議決数）

， （ 。） ，第７条 教育研究評議会は 評議員 公務出張を命ぜられた者を除く の３分の２以上の出席がなければ
議事を開くことができない。

２ 議決を要する事項については，出席した評議員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決す
るところによる。
（評議員以外の者の出席）

議長は，必要があると認めるときは，評議員以外の者を教育研究評議会に出席させ，意見を述べさ第８条
せることができる。
（専門委員会の設置）

教育研究評議会は，その所掌事項を専門的に調査検討するため，専門委員会を置くことができる。第９条
２ 教育研究評議会が必要と認めるときは，前項に規定する専門委員会に教育研究評議会の評議員以外の職
員を加えることができる。
（事務の処理）

教育研究評議会に関する事務は，総務部総務課において処理する。第１０条
（細則）

この規則に定めるもののほか，教育研究評議会の運営に関し必要な事項は，教育研究評議会が別第１１条
に定める。
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［３］国立大学法人法（抄）

国立大学法人法（抄）

（教育研究評議会）

国立大学法人に、国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会第２１条

を置く。

２ 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

一 学長

二 学長が指名する理事

三 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定

める者

四 その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員

３ 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。

一 中期目標についての意見に関する事項（前条第四項第一号に掲げる事項を除く ）。

二 中期計画及び年度計画に関する事項（前条第四項第二号に掲げる事項を除く ）。

三 学則（国立大学法人の経営に関する部分を除く ）その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改。

廃に関する事項

四 教員人事に関する事項

五 教育課程の編成に関する方針に係る事項

六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

七 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る

事項

八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

九 その他国立大学の教育研究に関する重要事項

４ 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。

５ 議長は、教育研究評議会を主宰する。

［４］国立大学法人上越教育大学学則（抄）

国立大学法人上越教育大学学則（抄）

（教育研究評議会）

法人に，教育研究に関する重要事項を審議するため，教育研究評議会を置く。第２５条
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ⅱ) 教授会が，教育活動にかかわる重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。

， ， ， ， ，教授会は 学校教育法第59条により整備された上越教育大学教授会規則に基づき 学長 副学長 教授

助教授，講師，助手で組織され，次のとおり本学の教育活動にかかわる重要事項を審議している。

(1) 上越教育大学（以下「本学」という ）の学生の入学，卒業又は課程の修了その他その在籍に関す。

る事項及び学位の授与に関する事項

(2) 教員の選考等に関する事項

(3) その他本学の教育又は研究に関する重要事項

教授会は，原則毎月第４水曜日に開催することとし，また，その他必要に応じ開催することにより，本

学の教育活動にかかわる重要事項を審議するに十分な活動ができるようになっている。平成16年度は，12

月までに12回開催した。
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●根拠データ

［１］国立大学法人・上越教育大学の組織概要

【国立大学法人上越教育大学】

法人室等

理 事 経営協議会

学 長 役員会 学長選考会議

監事 教育研究評議会

【上越教育大学】

各種委員会

連合大学院委員会

教授会

兵庫教育大学大学院連合

大学院 学校教育学研究科（博士課程）

学校教育研究科（修士課程）

学校教育学部 初等教育教員養成課程

附属図書館

学校教育総合研究センタ－

保健管理センタ－

副学長

情報基盤センタ－

学 長

心理教育相談室

学長特別補佐

実技教育研究指導センター

学長補佐

障害児教育実践センター

附属小学校

附属中学校

附属幼稚園

事務局

（注）附属図書館及びその他教育研究施設等に運営委員会を置く。
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［２］上越教育大学教授会規則（抄）

上越教育大学教授会規則（抄）

（趣旨）

， （ ） ，第１条 この規則は 国立大学法人上越教育大学学則 平成16年学則第１号 第27条第２項の規定に基づき

上越教育大学教授会（以下「教授会」という ）の組織及び運営等について必要な事項を定める。。

（審議事項）

教授会は，次の各号に掲げる事項を審議する。第２条

(1) 上越教育大学（以下「本学」という ）の学生の入学，卒業又は課程の修了その他その在籍に関する。

事項及び学位の授与に関する事項

(2) 教員の選考等に関する事項

(3) その他本学の教育又は研究に関する重要事項

（組織）

教授会は，次の各号に掲げる者（以下「構成員」という ）をもって組織する。第３条 。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 教授

(4) 助教授

(5) 講師

(6) 助手

（議長等）

学長は，教授会を招集し，その議長となる。第４条

２ 学長は，構成員（公務出張を命じられた者及び休職中の者を除く。以下同じ ）の３分の１以上の請求。

があるときは，会議を招集しなければならない。

３ 学長に事故があるとき又は学長が欠けたときは，あらかじめ学長が指名する副学長が,その職務を代行

する。

（議案の提出）

教授会への議案の提出は，学長が行う。第５条

（定足数及び議決数）

教授会は，構成員の３分の２以上が出席しなければ，議事を開き，議決することができない。第６条

２ 教授会の議事は，出席した構成員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。

３ 前項の規定にかかわらず，第２条第２号に規定する事項の議決については，出席した構成員の３分の２

以上とする。

（事務局長等の出席）

事務局長（事務局長に事故があるときは，その代理者）は，教授会に出席し，議長の求めに応じ議第７条

事について意見を述べることができる。

２ 議長は，必要があると認めるときは，関係の職員を教授会又は次条に規定する委員会等に出席させ意見

を述べさせることができる。

（専門委員会の設置）

教授会は，その所掌事項を専門的に調査検討するため，専門委員会を置くことができる。第８条

２ 教授会が必要と認めるときは，前項に規定する専門委員会に教授会の構成員以外の職員を加えることが

できる。

（事務の処理）

教授会の事務は，総務部総務課において処理する。第９条

（細則）

この規則に定めるもののほか，教授会の運営に関し必要な事項は，教授会が別に定める。第１０条
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［３］学校教育法（抄）

学校教育法（抄）

大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。第５９条

○２ 教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。

）［３］国立大学法人上越教育大学学則（抄

国立大学法人上越教育大学学則（抄）

（教授会）

本学の教員の選考並びに教育又は研究に関する事項を審議するため，教授会を置く。第２７条

２ 教授会に関し必要な事項は，別に定める。
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（分析結果）

相応である。

（根拠理由）

このように，教育研究評議会及び教授会は，関係法令等に基づき設置され，教育活動にかかわる重要事項を審議

するための必要な活動を適切に行っている。

（２）優れた点及び今後の検討課題

（優れた点）

なし

（今後の検討課題）

なし
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（１）観点ごとの自己点検・評価

観点Ⅲ－６－②：教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が，適切な構成となっているか。また，

必要な回数の会議を開催し実質的な検討が行われているか。

（観点にかかる状況）

i） 教育課程や教育方法等を検討する組織体制が整備されているか。

本学の教育課程の編成及び運営は全学共通で行う体制を取っている。

教育課程の編成方針に関する事項は教育研究評議会で審議し，教育課程の編成及び運営に関する事項は，

教育研究評議会の下に置かれている教務委員会で審議する体制となっている。

なお，教育研究評議会の組織は，①学長，②学長が指名した理事１人，③学長が指名した副学長２人，④

附属図書館長，⑤学部主事，⑥学長が指名した附属学校長１人，⑦学長が指名した教授若干人 ⑧学長が指

名した事務系職員若干人を持って組織するものである ［１］。

また，教務委員会の組織は， ①学長が指名した副学長，② 第一部及び第五部から選出された研究科担当

を命じられた教授又は助教授（講師を含む。以下同じ ）各２人。ただし，各２人のうち各１人は，教授を。

もって充てる。③ 第二部及び第三部から選出された研究科担当を命じられた教授又は助教授各３人。ただ

し，各３人のうち各１人は，教授をもって充てる。④ 第四部から選出された研究科担当を命じられた教授

又は助教授５人。ただし，５人のうち１人は，教授をもって充てる。⑤ 学務部長，⑥ 教育支援課長，⑦

その他学長が指名した者若干人で組織するものである ［２］。

● 根拠データ

［１ 「国立大学法人上越教育大学教育研究評議会規則」］

国立大学法人上越教育大学教育研究評議会規則

（趣旨）

この規則は，国立大学法人上越教育大学学則（平成16年学則第１号）第25条第２第１条

項の規定に基づき，国立大学法人上越教育大学教育研究評議会（以下「教育研究評議会」

という ）の組織及び運営等について必要な事項を定める。。

（審議事項）

教育研究評議会は，次の各号に掲げる事項を審議する。第２条

(1) 中期目標についての意見（国立大学法人法第30条第３項の規定により文部科学大臣

に対し述べる意見）に関する事項（国立大学法人上越教育大学（以下「本法人」とい

う ）の経営に関するものを除く ）。 。

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項（本法人の経営に関するものを除く ）。

(3) 学則（本法人の経営に関する部分を除く ）その他の教育研究に係る重要な規則の。

制定又は改廃に関する事項

(4) 教員人事に関する事項

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項

(7) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に

関する方針に係る事項
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(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) その他上越教育大学の教育研究に関する重要事項

（組織）

教育研究評議会は，次の各号に掲げる者（以下「評議員」という ）をもって組第３条 。

織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名した理事１人

(3) 学長が指名した副学長２人

(4) 附属図書館長

(5) 学部主事

(6) 学長が指名した附属学校長１人

(7) 学長が指名した教授若干人

(8) 学長が指名した事務系職員若干人

（任期等）

前条第７号及び第８号に掲げる評議員の任期は，２年とし，その欠員が生じた場第４条

合の補欠の評議員の任期は，前任者の残任期間とする。

２ 前項の評議員は，再任することができる。

（議長等）

教育研究評議会に議長を置き，学長をもって充てる。第５条

２ 議長は，教育研究評議会を招集し，これを主宰する。

３ 学長は，委員の３分の１以上の請求があるときは，会議を招集しなければならない。

４ 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは，あらかじめ学長が指名する理事が，

その職務を代行する。

（議案の提出）

教育研究評議会への議案の提出は，学長が行う。第６条

（定足数及び議決数）

教育研究評議会は，評議員（公務出張を命ぜられた者を除く ）の３分の２以上第７条 。

の出席がなければ，議事を開くことができない。

２ 議決を要する事項については，出席した評議員の過半数をもって決し，可否同数のと

きは，議長の決するところによる。

（評議員以外の者の出席）

議長は，必要があると認めるときは，評議員以外の者を教育研究評議会に出席さ第８条

せ，意見を述べさせることができる。

（専門委員会の設置）

教育研究評議会は，その所掌事項を専門的に調査検討するため，専門委員会を置第９条

くことができる。

２ 教育研究評議会が必要と認めるときは，前項に規定する専門委員会に教育研究評議会

の評議員以外の職員を加えることができる。

（事務の処理）

教育研究評議会に関する事務は，総務部総務課において処理する。第１０条
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（細則）

この規則に定めるもののほか，教育研究評議会の運営に関し必要な事項は，教第１１条

育研究評議会が別に定める。

附 則

１ この規則は，平成16年４月１日から施行する。

２ この規則の施行後最初に指名された第３条第７号及び第８号に規定する評議員の任期

は，第４条第１項の規定にかかわらず，平成17年３月31日までとし，再任を妨げない。

［２ 「上越教育大学教務委員会規程」］

上越教育大学教務委員会規程

（設置）

国立大学法人上越教育大学教育研究評議会に上越教育大学教務委員会（以下「委第１条

員会」という ）を置く。。

（目的）

委員会は，学部及び大学院の教務に関する事項について調査検討することを目的第２条

とする。

（審議事項）

委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。第３条

(1) 学部及び大学院の教務に関する事項

(2) 教育課程の編成及び運営に関する事項

(3) 教育実習に関する事項

(4) その他学長が必要と認めた事項

（組織）

委員会は，次の各号に掲げる者（以下「委員」という ）をもって組織する。第４条 。

(1) 学長が指名した副学長

(2) 第一部及び第五部から選出された研究科担当を命じられた教授又は助教授（講師を

含む。以下同じ ）各２人。ただし，各２人のうち各１人は，教授をもって充てる。。

(3) 第二部及び第三部から選出された研究科担当を命じられた教授又は助教授各３人。

ただし，各３人のうち各１人は，教授をもって充てる。

(4) 第四部から選出された研究科担当を命じられた教授又は助教授５人。ただし，５人

のうち１人は，教授をもって充てる。

(5) 学務部長

(6) 教育支援課長

(7) その他学長が指名した者若干人

（委員の委嘱及び任期）

前条第２号から第４号まで及び第７号に掲げる委員は，教育研究評議会の意見を第５条

聴いて，学長が委嘱する。

２ 前項の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員となったときの後任

者の任期は，前任者の残任期間とする。

３ 前項の規定にかかわらず，前条第７号に掲げる委員の任期の終期は，委員として委嘱
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された日の属する年度の翌年度の末日までとする。

（委員長等）

委員会に委員長を置き，学長が指名した副学長をもって充てる。第６条

２ 委員会に副委員長を置き，委員長が委員のうちから指名する。

（会議の招集及び議長）

委員長は，委員会を招集し，その議長となる。第７条

２ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代行する。

（定足数及び議決数）

委員会は，委員（公務出張を命じられた者を除く ）の３分の２以上の出席がな第８条 。

ければ，議事を開くことができない。

２ 議決を要する事項については，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のとき

は，議長の決するところによる。

（委員以外の者の出席）

委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を委員会に出席させ，意見第９条

を述べさせることができる。

（専門部会の設置）

委員会は，必要があると認めるときは，専門部会を置くことができる。第１０条

２ 専門部会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。

（事務の処理）

委員会に関する事務は，学務部教育支援課において処理する。第１１条

（細則）

この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別第１２条

に定める。

附 則

１ この規程は，平成16年４月１日から施行する。

２ この規程の施行後最初に委嘱する第４条第２号から第４号までの委員のうち，第一部，

第二部及び第五部の各１人の委員並びに第三部及び第四部の各２人の委員の任期は，第

５条第２項本文の規定にかかわらず，平成17年３月31日までとし，再任を妨げない。

ii）教育課程や教育方法等を検討する組織体制が，機能しているか。

教育課程の編成方針等は，第７回教務委員会（9/17)で審議し，教育研究評議会に付議することの了承を

得た上で，第11回教育研究評議会で承認を得ている ［３ ［４ ［５］。 ］， ］，

なお，12月現在，教務委員会を計11回開催し，主なものとして次の事項について審議した。①学籍異動，

②教務にかかる学内規則等の制定，③教育実習専門部会委員，大学院教育実習専門部会委員，保育実習専門

， ， ， ， ，部会委員及び各部会長の指名 ④ＴＡ実施計画 ＴＡの選考 ⑤教育課程の一部変更 ⑥既修得単位の認定

⑦長期履修学生の受入れ，⑧教育職員免許取得プログラムの受入れ，⑨研究生の受入，⑩試験における不正

行為の防止対策，⑪科目等履修生の受入，⑫大学院修了判定，⑬中期目標・中期計画に基づく年度計画，⑭

平成17年度以降の学年暦，⑮派遣特別研究学生の派遣，⑯平成17年度開設授業科目・授業時間割，⑰平成17

年度教育実習実施計画 等

特に，長年の懸案事項であった学年暦の改正，長期履修学生制度導入に伴う規定の整備，中期目標・中期
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計画に基づく年度計画作成ＷＧの設置等，新たな事項について審議した ［６］。

， ，また 昨年まで設置していた教育実習委員会を教務委員会の下に置く専門部会として改編したことにより

教育実習に関わる事項についても審議することとなった ［７］。

● 根拠データー

［３ 「教育課程の編成方針」］

教育課程の編成方針

平成16年10月13日

教育研究評議会

１ 本学教育課程の編成の基本方針

(1) 教養教育については 「幅広く深い教養 「総合的な判断力 「豊かな人間性」， 」， 」，

の目的を重視し，その目的に即して専門教育と連携させて授業科目を編成する。

(2) 各講座等における授業科目の編成に当たっては，新構想の教員養成大学である本

学の設置の趣旨及び教育理念を踏まえ，大学設置基準第１９条の教育課程の編成方

針に従って，在学生の修学上効果的に履修できるように編成するものとする。

注）各講座等とは，次のものをいう。

① 講座・分野（専修（専攻 ・コース・分野等に関する授業科目））

② 教務委員会（教育実習及び学際的な分野に関する授業科目）

③ 国際交流推進室（海外教育研究に関する授業科目）

④ 情報基盤センター運営委員会（情報教育に関する授業科目）

２ 教育課程の原則

入学時の教育課程は，当該学生が卒業・修了するまで保証するものとする。

３ 教育課程の責任体制

上記１及び２に基づき，各講座等で責任をもって運営するものとする。

４ その他

(1) 授業科目の開設等の手続方法

① 各講座等は，授業科目の開設等（新設，改廃，名称変更等）について教務委員

会に提案する。

② 教務委員会は，各講座等から提案された案を，全学的視点に立って審議するも

のとする。

(2) この教育課程の編成方針は大学院の教育課程にも準用するものとする。

［４ 「新設授業科目の担当教員審査等の取扱い」］

新設授業科目の担当教員審査等の取扱い

平成1 6年1 0月13日

教育研究評議会の議に

基づく学長裁定

学部又は大学院において新たに授業科目を開設する場合等は，教育課程の編成方針（平

成16年10月13日教育研究評議会）に基づき，その審査・開設手続を明確にし，授業内容の

水準の維持を図るため，次のとおり取り扱うものとする。
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１ 新設授業科目

(1) 学部の場合

① 各講座等で新たに授業科目を開設する場合は，その新設授業科目案については教

務委員会の議を経て，教授会で決定する。

② 担当予定者（当該講座等以外の教員を含む ）については各講座等で選考の上，教。

授会で決定する。

(2) 大学院の場合

① 各講座等で新たに授業科目を開設する場合は，その新設授業科目案については教

務委員会の議を経て，教授会で決定する。

② 担当予定者（当該講座等以外の教員を含む ）については各講座等で選考の上，教。

員選考委員会及び教授会の議を経て，教育研究評議会で決定する。ただし，大学院

担当教員として既に審査された教員が所属講座等の授業科目を担当する場合は，当

該講座等の審査・決定をもって，教育研究評議会で決定したものとみなして取り扱

う。

２ 学際的な分野の授業科目

(1) 学部の場合

① 学際的な分野に関する授業科目を開設する場合は，その新設授業科目案について

は教務委員会の議を経て，教授会で決定する。

② 担当予定者については教務委員会で選考の上，教授会で決定する。

(2) 大学院の場合

① 学際的な分野に関する授業科目を開設する場合は，その新設授業科目案について

は教務委員会の議を経て，教授会で決定する。

② 担当予定者については教務委員会で選考の上，教員選考委員会及び教授会の議を

経て，教育研究評議会で決定する。ただし，当該授業科目を複数の教員が担当する

場合で，当該教員の担当部分が大学院担当教員として既に審査されている場合は，

教務委員会の審査・決定をもって，教育研究評議会で決定したものとみなして取り

扱う。

３ 既設の授業科目の「名称変更」等

(1) 既設の授業科目の「名称変更 「単位数の変更 「標準履修年次の変更 「授業方法」， 」， 」，

の変更」及び「履修方法の変更」の場合は，その授業科目案については教務委員会の議

を経て，教授会で決定する。なお，担当教員については，審査を必要としない。

(2) 既設の授業科目の担当教員に変更がある場合は，上記１と同様に取り扱う。ただし，

学際的な分野の授業科目は，上記２と同様に取り扱う。

４ その他

この取扱いに定めるもののほか，新設授業科目の担当教員審査等に関し必要な事項は，

その都度別に定める。

［５ 「議事要旨」］

第６回教務委員会議事要旨（抜粋）

議事
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５ 教育課程の編成方針等

委員長から，今年度委員会等の改変に伴う「教育課程の編成方針」等の変更について

説明があり，審議の結果，教育研究評議会に付議することが承認された。

第11回教務委員会議事要旨（抜粋）

議事

８ 教育課程の編成方針

学長から，国立大学法人化による委員会組織の改編に伴う同方針の改正について提案

説明があり，原案どおり承認された。

新設授業科目の担当教員審査等の取扱い９

学長から，国立大学法人化による委員会組織の改編に伴う同取扱いの改正について提

案説明があり，原案どおり承認された。

［６ 「議事要旨」］

第３回教務委員会議事要旨（抜粋）

議事

３ 上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラムに関する取扱い要項

委員長から，上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラムに

関する取扱い要項について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

第７回教務委員会議事要旨（抜粋）

議事

13 平成17年度以降の学年暦

委員長から，平成17年度以降の学年暦について，学長からＡ・Ｂの２案の提案があっ

たことについて説明があり，審議した結果，教務委員会として，Ｂ案とすることが承認

された。

また，Ｂ案について，問題点等があれば，次回委員会までに教育支援課へ申し出るこ

ととした。

第９回教務委員会議事要旨（抜粋）

議事

７ 国立大学法人上越教育大学中期目標・中期計画・年度計画

委員長及び教育支援課長から，委員会で着手すべく事項について説明があり，ワーキ

ンググループを次のとおり立ち上げ作業にあたること，教育実習部分については教育実

習専門部会が作業にあたることが承認された。

中期目標等ワーキンググループ

鈴木副委員長（座長 ，米山委員，中村委員，土田委員，大森委員，西村委員）

８ 上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム取扱要項の一部改正

委員長から，同要項の一部改正について説明があり，原案どおり承認された。

９ 上越教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生取扱要項の一部改正

委員長から，同要項の一部改正について説明があり，原案どおり承認された。

第10回教務委員会議事要旨（抜粋）
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議事

３ 国立大学法人上越教育大学中期目標・中期計画・年度計画

委員長から，平成17年度～平成21年度計画及び平成16年度自己点検・評価報告に

ついて説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

次に，委員長から，平成16年度計画の実施にあたり，中期目標等ワーキンググルー

プのメンバーに渡部，土谷，西川の各委員が追加指名された。

［７ 「議事要旨」］

第１回教務委員会議事要旨（抜粋）

議事

５ 教育実習専門部会委員及び部会長の指名

委員長から，平成16年度教育実習専門部会について説明があり，審議の結果，教

務委員から鈴木情一委員を部会委員に指名することが承認された。また，部会長に

濁川明男教授を指名することが，併せて承認された。

６ 大学院教育実習専門部会委員及び部会長の指名

委員長から，平成16年度大学院教育実習専門部会について説明があり，審議の結

果，教務委員から土谷良巳委員を部会委員に指名することが承認された。また，部

会長に丸山昭生教授を指名することが，併せて承認された。

８ 教育実習協力校訪問教員配分・役割等について

委員長から，平成16年度教育実習協力校訪問教員配分について説明があり，審議の

結果 、原案どおり承認された。また，各講座・分野の担当者名を4月30日までに教育、

支援課教育実習係に連絡することにした。

また，配付資料「教育実習協力校訪問教員の役割等について」及び「ゼミ生の研究授

業等の参観について」について説明があり，各教員への配付をグループウエアにより行

うこととした。

第３回教務委員会議事要旨（抜粋）

議事

４ 教育実地研究Ⅰ（観察・参加）学部１年次の評価

委員長から，教育実地研究Ⅰ（観察・参加）学部１年次の評価基準について説明があり，

審議の結果，原案どおり承認された。

なお，評価については，各委員が分担して行うこととしたし，疑問等がある場合は鈴木

（情）副委員長に問い合わせることとした。

第８回教務委員会議事要旨（抜粋）

議事

５ 「総合インターンシップ制度」の導入

濁川教育実習専門部会長から，総合インターンシップ制度の導入（案）について説明が

あり，審議の結果，学内から意見等を求め，今後，検討していくことが，承認された。

なお，導入（案）については，学内各教員にグループウエア上で配付し，意見がある場

合は11月10日までに，釜田教育実習専門部会委員へメールで提出するよう依頼することと

した。
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議事

２ 平成17年度教育実習実施計画

委員長から，同計画についてについて説明があり，審議の結果，原案どおり教授会に付

議することが承認された。

（分析結果）

優れている

（根拠理由）

「教育課程の編成方針」及び「新設授業科目の担当教員審査等の取扱い」を制定してあることは，授業担当教員

の責任体制が明確になり教育課程や教育方法等を検討する上で優れているといえる。

（２）優れた点及び今後の検討課題

（優れた点）

なし

（今後の検討課題）

なし


